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総 括 表

個人別明細書
（特別徴収分）

個人別明細書

（普通徴収分）

普通徴収切替理由書

個人別明細書の
特別徴収分と普通徴収
分の仕切紙として
御使用ください。

理由書の合計人数と
普通徴収分の枚数が
一致します。

該当する符号（普Ａ～普Ｆ）
を必ず記入してください。

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額
内　　　　 千　　　　　　円　　　　　　千　　　　　　円

（適要）

《提出時の綴り方》

退職予定者は退職予定日を必
ず記載してください。

普Ｆ
令和×年×月×日　退職予定

《個人別明細書摘要欄　抜粋》

eLTAX 検索
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事
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主

市
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（
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税
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務
者
）

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

従
業
員
の

住
所
地
の

○×

会
社

役場
②税額計算

特別徴収額の通知
（５月31日まで）

給与から差し引き
（６月～翌年５月の毎月の給与支払い日）

給与支払報告書の提出
（１月 31日まで）

特別徴収税額の通知
（５月 31日まで）

禦差し引いた住民税及び森林環境税を
納入（給与支払日の翌月 10日まで）

特別徴収制度の仕組
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休職・退職
の場合
異動届の
１欄を（一括徴収
の場合は２欄も）
記入する

特別徴収に係る
給 与 所 得 者
異 動 届 出 書

特別徴収に係る
給 与 所 得 者
異 動 届 出 書

特別徴収に係る
給 与 所 得 者
異 動 届 出 書

旧特別徴収義務者 市　役　所

新特別徴収義務者

転勤等の場合
異動届の
１欄を記入する

異動届の
３欄を
記入する

異動があった月の翌月の１０日まで
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数字の記載例

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

長野県塩尻市　　　  　　　納 入 済 通 知 書○公
市区町村コード 口　座　番　号 加　入　者　名

2 0 2 1 5 1 00550-6-960061 塩　尻　市
303

年       月分

令和 0 ６ 1 0
指　　定　　番　　号 納入金額敢　　　　 円

85,600

202151

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金
額
欄
に
￥
記
号
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　納入すべき金額が右の納入金額
の欄の金額と異なるときは、納

入金額 の欄を横線で抹消し、納
入金額 の欄に記入してください。

納期限 令和６年 11 月 10 日

取りまとめ店
〒380－8794
ゆうちょ銀行長野貯金事務センター

領
収
日
付
印

上記のとおり通知します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（塩尻市保管）

納　

入　

金　

額　

給与分
一括領収
分を含む

退　職
所得分

督　促
手数料

延滞金

合計額

住　所
又は
所在地
氏　名
又は
名　称

（特別徴収義務者）

〒399-0786

塩尻市大門七番町３－3

㈱  塩尻商事　　　
納

個人市民税
個人県民税
森林環境税
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市　民　税
県　民　税　　納　入　申　告　書

（あて先） 塩 尻 市 長

令和　 　年　 　月　 　日　提出

令和　 　年　 　月分 人 員 　人

退 職 手 当 等 支 払 金 額

市 民 税

県 民 税

特 別 徴

収 税 額

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　地方税法第50条の５及び第328条の５第２項の規定により上記の
とおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。

（特別徴収義務者）

住 所 又 は
所 在 地

氏 名 又 は
名 称

法 人 番 号

（受　付　印）

（通信欄）
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塩尻市  税務提供書類一覧 検索
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異 動 届 出 書 の 記 載 例 退職の場合

年税額 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 1 0月分 1 1月分 1 2月分 １月分 ２月分 ３月分 ４月分 ５月分

8,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,50099,800

今回納入する金額既に納入済　 33,400円

41,700円

残税額　58,100円

１欄　　異動があった場合には、すみやかに提出してください。

２欄　　給与の支払いを受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、
　　　　次の欄に記載してください。

1. 現年度　　　2. 新年度　　　3. 両年度

※市町村処理欄

令和 年  月  日

   （あて先）
　  塩尻市長

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所在地

氏　　名
又は名称
個人番号※
又は法人番号

〒

（ ） －

特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号
宛 名 番 号

担 当 者
連 絡 先

係

氏名
電話

給
与
所
得
者

※
個人番号

フリガナ

氏 名

生年月日

旧住所

現住所

昭和・平成　　　年　　　月　　　日
（１月１日現在の住所…必ず記入願います。）

（給与の支払を受けなくなった後の住所）

（旧姓　　　 　　）

（ア）
特別徴収税額
 　（年税額）

（イ）
徴 収 済 額

（ウ）
未徴収税額
  （ア）－（イ）

異　動
年月日

異動の事由
異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

１月１日以降
退職時までの
給 与 支 払 額

円 円 円 月　日

月分から
月分まで

月分から
令和

年

１退　　職
２転　　勤
３合　　併
４休　　職
５長期欠勤
６死　　亡
７会社解散
８住所誤報
９そ の 他
 （特別徴収不可）
※「9. その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
次のいずれかの理由を必ず選択してください。

１ 特別徴収継続

２ 一　括　徴　収
　 （２欄へ記入）

３ 普　通　徴　収
　 （本人による納付）

円

円

控 除 社 会
保 険 料 額

（普Ｂ）

（普Ｃ）

（普Ｄ）

（普Ｅ）

他の事業所で特別徴収
（例：乙欄適用者）
給与が少なく税額が引けない
（例：年間の給与支給額が９３万円以下）
給与の支払が不定期
（例：給与の支払が毎月でない）
事業専従者
（個人事業者のみ対象）

　円
円

一括徴収した税額は 月分で納入します。
　　　　　　　　　　　　 （　  月  日期限）

一括徴収の申出

異動日が６月１日から12月31日までの間は異動者の承認
を得てください。
一括徴収出来ない理由（１月１日から４月30日までの退職等）
1.５月 31日までに支払われる給与若しくは退職手当等がないため又は、未徴収
　税額より少ないため
2.その他　理由（　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　）

給 与 又 は
退職手当等の
支払予定月日

支 払 予 定 日 ご と
の 徴 収 予 定 額

合　　　計
（上記（ウ）と同額）

円

一　括　徴　収　予　定　額

令和　 　年   月  日
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前 勤 務 先 が
個人事業主の
場合は、「給与
支払者」の欄の
「個人番号」
は記載しないで
ください。　

「給与所得者」
の欄の「個人
番号」は、前
勤務先では記載
せず、新勤務先
で記 載 し て
ください。

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

新しい勤務先の特別徴収義務者指定番号
（※新規事業所の場合は記入不要です。）

新しい勤務先の
所 在 地

フ リ ガ ナ

氏 名 又 は 名 称

異 動 届 出 書 の 記 載 例
転勤等の場合

１欄　　異動があった場合には、すみやかに提出してください。

1. 現年度　　　2. 新年度　　　3. 両年度

※市町村処理欄

   （あて先）
　  塩尻市長

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所在地

氏　　名
又は名称
個人番号※
又は法人番号

〒

（ ） －

特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号
宛 名 番 号

担 当 者
連 絡 先

係

氏名
電話

給
与
所
得
者

※
個人番号

フリガナ

氏 名

生年月日

旧住所

現住所

昭和・平成　　　年　　　月　　　日
（１月１日現在の住所…必ず記入願います。）

（給与の支払を受けなくなった後の住所）

（旧姓　　　 　　）

（ア）
特別徴収税額
  　（年税額）

（イ）
徴 収 済 額

（ウ）
未徴収税額
    （ア）－（イ）

異　動
年月日

異動の事由
異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

１月１日以降
退職時までの
給 与 支 払 額

円 円 円 月　日

月分から
月分まで

月分から
令和

年

１退　　職
２転　　勤
３合　　併
４休　　職
５長期欠勤
６死　　亡
７会社解散
８住所誤報
９そ の 他
 （特別徴収不可）

１ 特別徴収継続

２ 一　括　徴　収
　 （２欄へ記入）

３ 普　通　徴　収
　 （本人による納付）

円

円

◎新勤務先が特別徴収を行っている場合には転勤扱いにしてください。
　　１　前勤務先では１欄を記入して、新勤務先へ回送してください。
　　２　新勤務先では３欄を記入して、塩尻市へ送付してください。

３欄　　転勤等による特別徴収届出書　（左欄外の注意書きを参照してください。）

〒

担 当 者
連 絡 先

係

氏名

電話

新しい勤務先では

月割額　　  　　　　　　　　円を

月分から徴収し、納入します。

新規の場合は、いずれかを○で囲んで
ください。

納入書　　要　・　不要

控 除 社 会
保 険 料 額

令和 年  月  日



合　　　計
（上記（ウ）と同額）

給 与 又 は
退職手当等の
支払予定月日令和　　　年　　　月　　　日

新しい勤務先の
所 在 地

フ リ ガ ナ

氏 名 又 は 名 称

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

担 当 者
連 絡 先

係

氏名

電話

新しい勤務先では

月割額　　  　　　　　　　　円を

※

※

給与の支払いを受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、
次の欄に記載してください。

一括徴収した税額は　　月分で納入します。
　　　　　　　　　　　　 （　　 月　　 日期限）

ご
注
意

新しい勤務先の特別徴収義務者指定番号
（※新規事業所の場合は記入不要です。）

３欄　転勤等による特別徴収届出書　（左欄外の注意書きを参照してください。）

〒

月分から徴収し、納入します。

新規の場合は、いずれかを○で囲んで
ください。

納入書　　要　・　不要
（　　　　）　　　－（　　　　）　　　－

２欄

一括徴収の申出

異動日が６月１日から12月31日までの間は異動者の承認
を得てください。
一括徴収出来ない理由（１月１日から４月30日までの退職等）
1.５月 31日までに支払われる給与若しくは退職手当等がないため又は、未徴収
　税額より少ないため
2.その他　理由（　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　）

支 払 予 定 日 ご と
の 徴 収 予 定 額

円 円

円

一　括　徴　収　予　定　額

（　　　　）　　　－

個人番号

フリガナ

氏 名

生年月日

旧住所

現住所

担 当 者
連 絡 先

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所在地

氏　　名
又は名称
個人番号　
又は法人番号

令和　　年　　月　　日
   （あて先）
　  塩尻市長

控 除 社 会
保 険 料 額

１欄　異動があった場合には、すみやかに提出してください。

1. 現年度　　　2. 新年度　　　3. 両年度

※市町村処理欄

〒 特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号
宛 名 番 号

係

氏名
電話

給
与
所
得
者

昭和・平成　　　年　　　月　　　日
（１月１日現在の住所…必ず記入願います。）

（給与の支払を受けなくなった後の住所）

（旧姓　　　 　　）

（ア）
特別徴収税額
 　（年税額）

（イ）
徴 収 済 額

（ウ）
未徴収税額
   （ア）－（イ）

異　動
年月日

異動の事由
異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

１月１日以降
退職時までの
給 与 支 払 額

円 円 円 月　日

月分から

月分まで 月分から

令和

年

１退　　職
２転　　勤
３合　　併
４休　　職
５長期欠勤
６死　　亡
７会社解散
８住所誤報
９そ の 他
 （特別徴収不可）
※「9. その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
次のいずれかの理由を必ず選択してください。

１ 特別徴収継続

２ 一 括 徴 収
　 （２欄へ記入）
３ 普 通 徴 収
　 （本人による納付）

円

円

（普Ｂ）

（普Ｃ）

（普Ｄ）

（普Ｅ）

他の事業所で特別徴収
（例：乙欄適用者）
給与が少なく税額が引けない
（例：年間の給与支給額が９３万円以下）
給与の支払が不定期
（例：給与の支払が毎月でない）
事業専従者
（個人事業者のみ対象）

に係る給与所得者異動届出書給与支払報告
特 別 徴 収

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
�
"
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
!
�
"
�
�
�
�
#
$
�
%
&
�
'
(
)
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�

!
"
#
$
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
!
"
#
$
%
�
&
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
���
�
�
�
��
�
 
!
"
#$
%
&
'
()*+
,
��
-
�
.
/
0
�

�
�
�
�
���
	


�
�

�
�
�
�
��
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
� 
!
�
�
"
�#$�
%
&
'(
)
�*+�
"
�



����

��������	
����������

�������	
��������������������� �
�������	���
���������������������
������������������	
�������������	
��������������	
�����������������
�������	��������	
����

�������������������	
������

�������	
����������������������
���������	
���������������������
���������	
��������������	
������

� ���������������������������������������������

���
� ���������

�������	
���������������������
�������	
���������������

�

������������	
������

�����������������	
���

����������			
�����
���
���
���

塩尻市  税務提供書類一覧 検索
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特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号
（新規の場合は記入不要）

令和　　年　　月　　日

（あて先）
　塩尻市長

届出理由

月 割 額
の 連 絡

1. 入社　2. その他（　　　　　　　　　　　　　  ）

必要な場合のみ記入してください。

　　　月　　　日 までに通知書が必要

※通知書が間に合わない場合のみ電話連絡します。

給　

与　

所　

得　

者

受給者番号

フ リ ガ ナ

氏 名

１ 月 １ 日

現在の住所

現 住 所

生　年　月　日
大正
昭和　　　年　　  月　　　日
平成

担 当 者
連 絡 先

係

氏 名

電 話

所 在 地

フリガナ

氏 名
又は名称

法人番号

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

市民税・県民税・森林環境税　特別徴収への切替申請書 市町村使用欄

新規の場合、納入書（ 要 ・ 不要 ）

（　　　）　　－

１　普通徴収の　　　 期分以降を

　　　　　　　　　　 月分より特別徴収します。

２　新年度課税分から新たに特別徴収します。

（　　 月　　 日納期限）

〒

（旧姓　　　　　　　）

※１月１日現在の住所と違う場合に記入してください。



所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

電 話 番 号

法 人 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

□ 

統
合
・
合
併
・
分
割　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

さ
れ
る
事
業
所

□ 

送
付
先　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
法
人
番
号
・
指
定
番
号
は
記
入
不
要
で
す
。）

事 項
フ リ ガ ナ
所 在 地
（送 付 先）

フ リ ガ ナ

名 称

電 話 番 号

変 更 理 由
（該当番号に○）

係

氏名

電話

担 当 者
連 絡 先

令和　　年　　月　　日

　　　　　塩尻市長  様

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所 在 地

氏名又は
名 称

法人番号

◆誤読を避けるため、必ずフリガナを記入してください。
◆代表者のみの変更の場合は、提出不要です。
◆名称又は、法人登記上の住所が変更した場合は、必ず登記簿の写しを添付してください。

特別徴収義務者の名称・所在地等異動届出書
◎異動があった場合にはすみやかに提出してください。

※横印（ゴム印）押印可

〒 ※届出時点での名称・所在地を記入してください。特別徴収義務者
指 定 番 号

（　　　  ）　　  －

変更年月日 　 令和　　　年　　　月　　　日

変 更 後   （  新  ）　　　 ※変更項目のみ記入してください。変 更 前   （  旧  ）　　　 ※変更項目のみ記入してください。

〒　　　－

－　　  －　　　　 （内線　　　　　　　　　）

〒　　　－

－　　  －　　　　    （内線　　　　　　　　）
１. 事務所等移転　　２. 送付先変更※　　３. 社名（名称）変更　　４. 法人成り　　５. 個人事業化　　６. 給与事務の統合※　　７. 合併による変更※
８. 分割による変更※　　９. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　※2.6.7.8 の場合は下欄をご記入ください。

〒　　 －

統
合
・
合
併
・
分
割　
　
　
　

　
　

後
に
使
用
す
る
指
定
番
号

１　指定番号を新規に取得する。

２　統合・合併・分割先の指定番号を使用する。
　　指定番号

３　旧特別徴収義務者の指定番号を継続使用する。
　　指定番号

※１、２の場合は、給与所得者異動届出書もご提出ください。
※合併時に新設会社が消滅会社の指定番号を引き継ぐことはできま
　せん。
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